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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（仮称）について 

 

１ 経過 

３月１６日に関係閣僚会議が開催され，新型コロナウイルスの影響で困窮する方への

緊急支援策として，低所得の子育て世帯に対し，児童１人当たり５万円の給付金を支給

する本事業の実施が決定されました。 

今後，国の予備費活用に係る閣議決定がされたうえで，国から事業実施に当たっての

正式通知等が発出される予定ですが，迅速な支給が求められることから，現時点で判明

している事業の概要及び本市の対応等について御報告します。 

 

２ 制度概要（※別紙参照） 

⑴ 給付対象者 

Ａ 低所得のひとり親世帯（対象児童：約２万人） 

児童扶養手当受給者等 

※ 対象者の考え方は，今年度に実施した「ひとり親世帯への臨時特別給付金」と

同じですが，支給対象となる基準日については，国から別途示される予定 

Ｂ その他低所得の子育て世帯（対象児童：約１万８千人） 

「Ａ」以外の市民税非課税の子育て世帯 

※ 対象データがないため，国民生活基礎調査（２０１９年）の非課税世帯の出現率等をもとに推計 

⑵ 給付金額 

児童１人当たり５万円（前回は児童１人目５万円＋２人目以降は３万円） 

※ 対象となる児童は，１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある

児童（障害のある児童の場合は２０歳未満） 

 

３ 本市で実施する場合の必要額（概算） 

約２０億円（国補助１０／１０） 

（内訳） Ａ 低所得のひとり親世帯   １０億円 

Ｂ その他低所得の子育て世帯  ９億円 

Ｃ 事務費等          １億円 

 

４ スケジュール等 

Ａ 低所得のひとり親世帯 

ア 国の方針 

原則，申請不要であることから，遅くとも４月分の児童扶養手当支給時（５月 

１０日）までの支給を目指すこととされています。 

イ 本市の状況 

今年度に実施した給付金事業の枠組が活用できるため，国からの早急な基準日の

提示や必要な予算の確保等の条件が満たされれば，対応できる見込みです。 



Ｂ その他低所得の子育て世帯 

ア 国の方針 

申請に基づき支給（今後，国において，制度設計） 

イ 本市の状況 

申請手続が必要であり，予算の確保と併せて，丁寧な周知を行えるよう，対象者

を個別に把握する仕組みの構築等，必要な事務構築を速やかに行っていく必要があ

ります。 

 

５ 本市における対応 

・ 国に対して，早期に制度の詳細を固めるよう求めるとともに，速やかに事務構築を

図ってまいります。 

・ 迅速な支給が求められることから，閣議決定等の状況に留意しながら，「低所得の

ひとり親世帯」及び「その他低所得の子育て世帯」に係る予算について，早急に確保

できるよう努めてまいります。 



別紙


